様式第7号(第10条関係)
彦根市告示第　号
	行政手続法(平成5年法律第88号)第20条第6項
彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号)第20条第6項
	の規定に基づき、次のとおり公


開により聴聞を行う。
　　年　月　日
[bookmark: _GoBack]彦根市長　　　　　印　

1　不利益処分の名宛人となるべき者の氏名(法人にあっては、名称)
2　聴聞の日時
3　聴聞の場所
4　予定される不利益処分の内容
